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議案 第９ 号  

 

 

 

 

 

安中 市体 育施 設条 例の 一部 を改 正す る条 例に つい て  

 

 

 

安中 市体 育施 設条 例を 次の よう に改 正す る。  

 

 

 

 

 

  令和 ８年 ２月 ２５ 日提 出  

 

 

 

安中 市長  岩  井   均  
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安中市体育施設条例の一部を改正する条例 

 安中市体育施設条例（平成１８年安中市条例第１０１号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第１体育館の表中 

「 

安中市東横野体育館 安中市鷺宮３０８５番地５ 

                                  」を 

「 

安中市東横野体育館 安中市鷺宮３０８５番地５ 

安中市後閑体育館 安中市下後閑１９８０番地１ 

                                  」に、 

「 

安中市九十九体育館 安中市松井田町下増田４４９番地１ 

                                  」を 

「 

安中市細野体育館 安中市松井田町上増田３５９７番地

１ 

                                  」に改める。 

 別表第２体育館の表中 

「 

安中市東横

野体育館 

平日（午前９時から午後９

時まで） 

日曜日及び国民の祝日（午

前９時から午後６時まで） 

毎週月曜日（国民の祝日は除

く。） 

年末年始（１２月２８日から翌

年１月４日まで） 

                                  」を 

「 

安中市東横

野体育館 

平日（午前９時から午後９

時まで） 

毎週月曜日（国民の祝日は除

く。） 
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日曜日及び国民の祝日（午

前９時から午後６時まで） 

年末年始（１２月２８日から翌

年１月４日まで） 

安中市後閑

体育館 

平日（午前９時から午後９

時まで） 

日曜日及び国民の祝日（午

前９時から午後６時まで） 

毎週月曜日（国民の祝日は除

く。） 

年末年始（１２月２８日から翌

年１月４日まで） 

                                  」に、 

「 

安中市九十

九体育館 

平日（午前９時から午後９

時まで） 

日曜日及び国民の祝日（午

前９時から午後６時まで） 

毎週火曜日（国民の祝日は除

く。） 

年末年始（１２月２８日から翌

年１月４日まで） 

                                  」を 

「 

安中市細野

体育館 

平日（午前９時から午後９

時まで） 

日曜日及び国民の祝日（午

前９時から午後６時まで） 

毎週火曜日（国民の祝日は除

く。） 

年末年始（１２月２８日から翌

年１月４日まで） 

                                  」に改める。 

別表第３体育館の表中 

「 

安中市東横

野体育館 

市民 無料 

上記以外の者 ５３０円 ５３０円 ５３０円 ５３０円

                                  」を 

「 

安中市東横

野体育館 

市民 無料 

上記以外の者 ５３０円 ５３０円 ５３０円 ５３０円

安中市後閑市民 無料 
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体育館 上記以外の者 ５３０円 ５３０円 ５３０円 ５３０円

                                  」に、 

「 

安中市九十

九体育館 

市民 無料 

上記以外の者 ５３０円 ５３０円 ５３０円 ５３０円

                                 」を 

「 

安中市細野

体育館 

市民 無料 

上記以外の者 ５３０円 ５３０円 ５３０円 ５３０円

                                 」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


